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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性領域（１０）を含む半導体ボディ（１）と、
　鏡面層（２）と、
　前記半導体ボディ（１）と前記鏡面層（２）とのあいだに配置され、前記半導体ボディ
（１）と前記鏡面層（２）とのあいだの距離（Ｄ）を定める複数のコンタクト点（３）と
を有する、
オプトエレクトロニクス半導体チップにおいて、
　前記半導体ボディ（１）と前記鏡面層（２）とのあいだに少なくとも１つの中空室（４
）が形成されており、
　該少なくとも１つの中空室（４）に気体（４０）が含まれており、
　前記鏡面層（２）は水平方向において全てのコンタクト点（３）を超えて延在しており
、
　前記鏡面層（２）は、高屈折率材料の層と低屈折率材料の層とを交互に配置して成るブ
ラッグ鏡である
ことを特徴とするオプトエレクトロニクス半導体チップ。
【請求項２】
　前記複数のコンタクト点（３）のうち少なくとも１つは閉じた導体路を形成している、
請求項１記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ。
【請求項３】
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　前記複数のコンタクト点（３）のうち少なくとも１つを介して、当該オプトエレクトロ
ニクス半導体チップの動作中に所定の電流が前記活性領域（１０）へ注入される、請求項
２記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの中空室（４）がパシベーション材料（５）によって封止されてい
る、請求項１から３までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ。
【請求項５】
　前記気体（４０）は前記少なくとも１つの中空室（４）内に常圧よりも小さい圧力で封
入されている、請求項１から４までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス半導体
チップ。
【請求項６】
　前記複数のコンタクト点（３）は前記半導体ボディ（１）に直接に接している、請求項
１から５までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ。
【請求項７】
　前記鏡面層（２）と前記半導体ボディ（１）とのあいだの距離（Ｄ）は１０ｎｍ以上１
０μｍ以下である、請求項１から６までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス半
導体チップ。
【請求項８】
　前記鏡面層（２）は、ブラッグ鏡と金属鏡との組み合わせであり、
　前記金属鏡は、前記活性領域（１０）に面する向きで、前記ブラッグ鏡上に配置されて
いる、請求項１から７までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ。
【請求項９】
　前記複数のコンタクト点（３）は、はんだ材料Ｓｎ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂｉのうち少なくと
も１つを含んでいる、請求項１から８までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス
半導体チップ。
【請求項１０】
　前記鏡面層（２）は支持体（７）上に被着されており、該支持体（７）は前記鏡面層（
２）の、前記中空室（４）および前記半導体ボディ（１）から遠い側に位置する、請求項
１から９までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ。
【請求項１１】
　前記支持体（７）と前記鏡面層（２）とのあいだに阻止層（６）が配置されている、請
求項１０記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ。
【請求項１２】
　少なくとも１つの活性領域（１０）を備えた半導体ボディ（１）を用意するステップ、
　鏡面層（２）を備えた支持体（７）を用意するステップ、
　複数のコンタクト点（３）を前記鏡面層（２）の上面（２ａ）および／または前記半導
体ボディ（１）の下面（１ｂ）に被着するステップ、
　熱圧着により、前記複数のコンタクト点（３）を介して前記半導体ボディ（１）と前記
鏡面層（２）とを接続し、前記複数のコンタクト点（３）によって前記半導体ボディ（１
）と前記鏡面層（２）とのあいだの距離（Ｄ）を定めるステップ、ならびに、
　前記半導体ボディ（１）と前記鏡面層（２）とのあいだに少なくとも１つの中空室（４
）を形成し、該中空室に気体（４０）を封入するステップ
を有し、
　前記鏡面層（２）は、高屈折率材料の層と低屈折率材料の層とを交互に配置して成るブ
ラッグ鏡である
ことを特徴とするオプトエレクトロニクス半導体チップの製造方法。
【請求項１３】
　前記鏡面層（２）は、ブラッグ鏡と金属鏡との組み合わせであり、
　前記金属鏡は、前記活性領域（１０）に面する向きで、前記ブラッグ鏡上に配置されて
いる、請求項１２記載のオプトエレクトロニクス半導体チップの製造方法。
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【請求項１４】
　前記複数のコンタクト点（３）をプリンティングプロセスにより被着する、請求項１２
または１３記載のオプトエレクトロニクス半導体チップの製造方法。
【請求項１５】
　前記複数のコンタクト点（３）を蒸着プロセスにより被着する、請求項１２または１３
記載のオプトエレクトロニクス半導体チップの製造方法。
【請求項１６】
　前記複数のコンタクト点（３）を、小さな部材として被着する、請求項１２または１３
記載のオプトエレクトロニクス半導体チップの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オプトエレクトロニクス半導体チップに関する。
【０００２】
　本発明の基礎とする課題は、高効率のオプトエレクトロニクス半導体チップを提供する
ことである。
【０００３】
　オプトエレクトロニクス半導体チップの有利な実施形態によれば、オプトエレクトロニ
クス半導体チップは活性領域を備えた半導体ボディを有する。半導体ボディは有利にはエ
ピタキシャル成長された半導体ボディである。半導体ボディは成長基板に接合することが
できるが、成長基板は、半導体ボディから完全に除去されてもよいし、少なくとも薄くさ
れてもよい。半導体ボディの活性領域は、電磁放射の形成または検出、特に光の形成また
は光の検出に適している。
【０００４】
　活性領域が光の形成に適したものである場合、オプトエレクトロニクス半導体チップは
有利にはルミネセンスダイオードチップとなる。つまり、オプトエレクトロニクス半導体
チップはレーザーダイオードチップまたは発光ダイオードチップによって形成される。ま
た、活性領域が光の検出に適したものである場合、オプトエレクトロニクス半導体チップ
は検出器としてのチップ、例えばフォトダイオードチップとなる。例えば、赤外光を検出
するフォトダイオードチップを構成することができる。
【０００５】
　オプトエレクトロニクス半導体チップはさらに鏡面層を有する。
【０００６】
　例えば、鏡面層は金属鏡面層である。つまり、鏡面層は、金属から形成されるか金属を
含み、金属の良好な導電性および高い反射性を特徴としている。
【０００７】
　また、鏡面層は高屈折率材料の層と低屈折率材料の層とが交互に複数配置されたブラッ
グ鏡であってもよい。
【０００８】
　さらに、鏡面層はブラッグ鏡と金属鏡との組み合わせであってもよい。この場合、金属
鏡は例えば活性領域に面する向きでブラッグ鏡上に配置される。
【０００９】
　鏡面層は、活性領域で形成される光または活性領域で検出すべき光に対して、有利には
少なくとも９０％の反射性を有する。
【００１０】
　オプトエレクトロニクス半導体チップの有利な実施形態によれば、オプトエレクトロニ
クス半導体チップは、鏡面層と半導体ボディとを機械的に接続する複数のコンタクト点を
有している。つまり、鏡面層と半導体ボディとは複数のコンタクト点を介して相互に機械
的に接続されている。この場合、オプトエレクトロニクス半導体チップは、少なくとも１
つのコンタクト点、有利には、複数のコンタクト点を有する。
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【００１１】
　コンタクト点は、半導体ボディと鏡面層とのあいだに配置されている。コンタクト点は
、ここでは、半導体ボディおよび／または鏡面層に直接に接している。つまり、コンタク
ト点は、例えば、半導体ボディに直接に接触しているか、および／または、鏡面層に直接
に接触している。
【００１２】
　コンタクト点は半導体ボディと鏡面層とのあいだの距離を定めている。これは、コンタ
クト点が例えば柱状に形成され、機械的固定という役割のほか、半導体ボディから鏡面層
までの距離を定める役割を果たすということであり、このことは、有利には、半導体ボデ
ィと鏡面層とが接触しないことを意味する。つまり、半導体ボディと鏡面層とは直接には
接触せず、コンタクト点を介して相互に分離されていることになる。
【００１３】
　コンタクト点によって定められる半導体ボディから鏡面層までの距離によって、半導体
ボディと鏡面層とのあいだに少なくとも１つの中空室が形成される。つまり、半導体ボデ
ィおよび鏡面層はコンタクト点を介して相互に間隔を置いて配置され、半導体ボディと鏡
面層とのあいだでコンタクト点の存在しない箇所に中空室が形成されるのである。
【００１４】
　オプトエレクトロニクス半導体チップの有利な実施形態によれば、中空室は気体を含む
。この場合、中空室には例えば空気を充填することができる。また、中空室にヘリウムな
どの希ガスを充填することもできる。さらに、中空室に窒素または水素を充填してもよい
。つまり、コンタクト点によって形成される少なくとも１つの中空室は気体を含み、有利
には、当該の気体で充填されるのである。例えば、これは、半導体ボディ、鏡面層および
コンタクト点が中空室内の気体に接触することであってよい。半導体ボディと鏡面層との
あいだ、少なくとも半導体ボディの近傍領域には、当該の気体が存在する。ここで、半導
体ボディと鏡面層とのあいだにコンタクト点および気体のみが存在し、他の材料が存在し
ないように構成してもよい。
【００１５】
　本発明のオプトエレクトロニクス半導体チップは、活性領域を含む半導体ボディと、鏡
面層と、半導体ボディと鏡面層とのあいだに配置され、半導体ボディと鏡面層とのあいだ
の距離を定めるコンタクト点とを有しており、半導体ボディと鏡面層とのあいだに少なく
とも１つの中空室が形成されており、少なくとも１つの中空室に気体が含まれている。
【００１６】
　オプトエレクトロニクス半導体チップの有利な実施形態によれば、オプトエレクトロニ
クス半導体チップは、半導体ボディの活性領域の電気コンタクトを形成する複数のコンタ
クト点を有する。これは、各コンタクト点を介して、オプトエレクトロニクス半導体チッ
プの動作中、半導体ボディの活性領域に電流が注入され、これにより、活性領域で光が形
成されるかまたは光が検出されることを意味する。この場合、各コンタクト点は有利には
導電性を有するように構成されている。
【００１７】
　ここでのオプトエレクトロニクス半導体チップは、特に、半導体ボディと鏡面層とのあ
いだの中空室を、ケイ素窒化物またはケイ素酸化物などの誘電性固体で充填することに比
べて、気体で充填するほうが有利であるという認識を着想の基礎としている。
【００１８】
　中空室が気体で充填されるため、まず、半導体ボディと中空室との界面で屈折率が大き
く変化するという利点が得られる。こうした大きな屈折率の変化により、界面への光の入
射角度が特に小さくなり、全反射が起こる。半導体ボディと中空室との屈折率の差が大き
いため、ここでの界面は鏡として機能する。このようにして形成される"気体鏡"により、
浅い角度に対する反射が改善される。光の入射角度が浅くても、金属鏡面層および／また
はブラッグ鏡として形成された鏡面層によって、反射が生じる。
【００１９】
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　活性領域で形成されて中空室の方向へ放射される光は、界面での全反射により、光出射
面の方向または活性領域の方向へ偏向される。同じことが、活性領域で検出される光につ
いても当てはまる。全反射されず、半導体ボディと中空室との界面を通過した光はさらに
進んでコンタクト点および／または鏡面層へ達し、これらの部材によって光出射面の方向
および／または活性領域の方向へ反射されるのである。
【００２０】
　コンタクト点によって半導体ボディと鏡面層とのあいだに形成される中空室を気体で充
填することにより、さらに、オプトエレクトロニクス半導体チップの効率が高まるという
利点が得られる。また、中空室を気体で充填すると熱放散が改善されることが判明してい
る。オプトエレクトロニクス半導体チップの動作時には、中空室に導入された気体により
、半導体ボディから鏡面層へ、また、鏡面層から例えば支持体へ、生じた熱が良好に放散
される。特に良好な熱放散を達成するのに適した中空室の充填剤として、ヘリウム（Ｈｅ
）または水素（Ｈ２）が挙げられる。なお、窒素またはアルゴンなどの他の気体も利用可
能である。
【００２１】
　気体の充填された中空室は、機能の点で誘電性材料から成る誘電体鏡と等価であるうえ
、誘電体鏡よりも良好な光学特性および熱特性を有する。全体として、中空室に気体を充
填することにより、オプトエレクトロニクス半導体チップの効率が向上する。
【００２２】
　オプトエレクトロニクス半導体チップの有利な実施形態によれば、少なくとも１つのコ
ンタクト点が閉じた導体路として形成される。これは、少なくとも１つのコンタクト点が
フレーム状に形成され、半導体ボディと鏡面層とのあいだの領域を包囲するように連続的
に延在することを意味する。
【００２３】
　言い換えると、少なくとも１つのコンタクト点が、半導体ボディと鏡面層とのあいだの
領域をフレーム状に取り囲む。ただし、ここで云う"フレーム状"とは当該のコンタクト点
の特定の形状を限定する概念でなく、当該のコンタクト点は円形、四角形、楕円形など任
意の形状であってよい。閉じた導体路として形成されたコンタクト点は、有利には、オプ
トエレクトロニクス半導体チップの縁領域に配置される。
【００２４】
　例えば、半導体ボディのうち鏡面層に近いほうの面の縁領域に、閉じた導体路として半
導体ボディの縁に沿って延在するフレーム状のコンタクト点が配置される。当該のコンタ
クト点は鏡面層および／または半導体ボディと直接に接していてよい。閉じた導体路とし
てのコンタクト点は、半導体ボディと鏡面層とのあいだに、気体の充填される大きな中空
室を形成するのに適している。当該のコンタクト点により、半導体ボディと鏡面層とのあ
いだの中空室が気密に閉鎖されるからである。
【００２５】
　有利には、閉じた導体路として形成された第１のコンタクト点によって閉鎖される中空
室に、柱状の第２のコンタクト点が多数配置される。閉じた導体路として半導体ボディの
縁領域に延在する第１のコンタクト点により、半導体ボディと鏡面層とを接続する際に、
オプトエレクトロニクス半導体チップ内の良好な熱伝導性を有する気体を気密に封入する
ことができる。
【００２６】
　オプトエレクトロニクス半導体チップの有利な実施形態によれば、少なくとも１つの中
空室がパシベーション材料によって封止される。例えば、パシベーション材料はオプトエ
レクトロニクス半導体チップの縁領域においてオプトエレクトロニクス半導体チップの周
囲を取り巻くように被着される。つまり、閉じた導体路として構成された第１のコンタク
ト点に代えてまたはこれに加えて、当該のパシベーション材料を利用できる。当該のパシ
ベーション材料は、例えば、鏡面層と半導体ボディとのあいだの中空室に封入された気体
に対して気密性を有する。この場合、パシベーション材料は気体封止部材となる。したが
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って、閉じた導体路として構成された第１のコンタクト点に代えてまたはこれに加えて、
当該のパシベーション材料を利用できるのである。
【００２７】
　本発明の有利な実施形態によれば、気体は少なくとも１つの中空室の通常圧よりも低い
圧力で封入される。鏡面層と半導体ボディとのあいだに形成された中空室が閉じた導体路
として構成された第１のコンタクト点および／またはパシベーション材料によって封止さ
れる場合、鏡面層と半導体ボディとのあいだの通常の外気圧よりも低い圧力で気体を導入
することができる。気体に負圧をかけることによって、中空室内の気体の熱特性が改善さ
れる。これは、中空室内の気体を介した熱放散がいっそう高まることを意味する。有利に
は、気体は圧力０．９ｂａｒ～１．１ｂａｒで中空室内に封入される。また、当該の気体
を、中空室内の圧力よりも高い圧力で封入してもよい。特に有利な圧力領域は１ｍｂａｒ
～５ｂａｒである。
【００２８】
　オプトエレクトロニクス半導体チップの有利な実施形態によれば、鏡面層から半導体ボ
ディまでの距離は１０ｎｍ以上１０μｍ以下である。この距離はコンタクト点によって定
められる。つまり、コンタクト点は、有利には、少なくとも１０ｎｍ、最大で１０μｍの
高さを有する。例えば、鏡面層から半導体ボディまでの距離は１００ｎｍ～１μｍの範囲
内の値である。当該の距離値の範囲は少なくとも１つの中空室内の気体が半導体ボディか
ら鏡面層へ熱を放散させるに際して最適な値の範囲である。
【００２９】
　オプトエレクトロニクス半導体チップの有利な実施形態によれば、コンタクト点および
鏡面層は少なくとも１つの共通の金属を含む。つまり、コンタクト点および鏡面層はそれ
ぞれ少なくとも１つの金属を含むことができる。コンタクト点および鏡面層に含まれる少
なくとも１つの金属はここでは共通である。例えば、コンタクト点および鏡面層は銀、ア
ルミニウムまたは金を含む。
【００３０】
　オプトエレクトロニクス半導体チップの有利な実施形態によれば、コンタクト点および
鏡面層は同じ材料から形成される。例えば、コンタクト点および鏡面層はアルミニウム、
銀または金から形成される。
【００３１】
　オプトエレクトロニクス半導体チップの有利な実施形態によれば、コンタクト点は少な
くとも１つのはんだ材料を含む。例えば、コンタクト点は、錫、インジウム、ガリウム、
ビスマスのうち少なくとも１つのはんだ材料を含む。これらのはんだ材料は特に低い融点
を有する。これらのうち少なくとも１つのはんだ材料を含むコンタクト点は、はんだを介
して、半導体ボディおよび鏡面層に対して、特に良好に被着可能である。
【００３２】
　例えば、コンタクト点に対して銀錫化合物または銀インジウム化合物がはんだとして用
いられる。コンタクト点は半導体チップの製造時に半導体ボディへ被着され、コンタクト
点は半導体ボディに面する側に阻止層または接着剤層を含む。これらの層は例えばコンタ
クト点と半導体ボディとの接着度を改善し、また、コンタクト点から銀などの金属が半導
体ボディへ拡散することを阻止する。
【００３３】
　コンタクト点を有する半導体ボディは、例えば支持体に被着された鏡面層にボンディン
グされる。ここで、例えば銀錫相または銀インジウム相が生じ、さらなる処理（例えば配
線板へのはんだ付け）の際の半導体チップの熱耐性が保証される。つまり、ボンディング
は有利には等温凝固により行われる。生じた相はボンディング温度よりも高い再融点を有
する。これにより、半導体チップのボンディング後のさらなる処理の際や半導体チップの
動作時にボンディング接続の剥離が生じるおそれが低減されるので有利である。
【００３４】
　本発明は、さらに、オプトエレクトロニクス半導体チップの製造方法に関する。有利に
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は、本発明は、前述した少なくとも１つのオプトエレクトロニクス半導体チップの製造に
適する。つまり、前述したオプトエレクトロニクス半導体チップは本発明によって製造可
能であるかまたは本発明によって製造される。オプトエレクトロニクス半導体チップにつ
いて説明した特徴はすべてオプトエレクトロニクス半導体チップの製造方法にも当てはま
る。
【００３５】
　本発明の製造方法では、まず、光形成または光検出のための少なくとも１つの活性領域
を備えた半導体ボディを用意するステップが行われる。次に、鏡面層を備えた支持体を用
意するステップが行われる。ここで、支持体と鏡面層とのあいだに、例えば、鏡面層の材
料に対する拡散阻止層または拡散阻止層列を配置することができる。続いて、半導体ボデ
ィの下側、当該の阻止層の上側に鏡面層が被着される。ついで、複数のコンタクト点を鏡
面層の上面および／または半導体ボディの下面に被着させるステップが行われる。つまり
、コンタクト点は、鏡面層上、半導体ボディ上、または、これら双方の上に被着される。
さらに、熱圧着により、複数のコンタクト点を介して半導体ボディと鏡面層とを接続する
ステップが行われる。ここでの熱圧着により、コンタクト点と半導体ボディおよび鏡面層
との機械的な固定が達成される。
【００３６】
　熱圧着は、有利には、１５０℃～４５０℃の温度、０．４ＭＰａ～１５ＭＰａの圧力で
行われる。熱圧着は、温度および圧力に応じた２ｍｉｎ～１０ｈの期間にわたって行われ
る。この場合、熱圧着の期間が長くなればなるほど、温度および圧力は低く設定される。
【００３７】
　本発明の製造方法の有利な実施形態によれば、コンタクト点は鏡面層と同じ材料から形
成される。例えば、鏡面層が、ＰＶＤ法（物理的気相蒸着法）によって堆積された銀層か
ら形成される場合、銀から成るコンタクト点が鏡面層と半導体ボディとのあいだに設けら
れる。例えば、コンタクト点は、スクリーンプリンティングまたはインクジェットプリン
ティングなどのプリンティングプロセスにより、あるいは、ＰＶＤ法または小球状（小さ
いバンプ状）に予成形された小さな部材を用いて、被着される。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】Ａには第１の実施例のオプトエレクトロニクス半導体チップの断面図、Ｂには当
該のオプトエレクトロニクス半導体チップの鏡面層の上面図が示されている。
【図２】Ａには第２の実施例のオプトエレクトロニクス半導体チップの断面図、Ｂには当
該のオプトエレクトロニクス半導体チップの鏡面層の上面図が示されている。
【図３】Ａには第３の実施例のオプトエレクトロニクス半導体チップの断面図、Ｂには当
該のオプトエレクトロニクス半導体チップの鏡面層の上面図が示されている。
【００３９】
　以下に、図示の実施例に則して、本発明のオプトエレクトロニクス半導体チップおよび
その製造方法を説明する。
【００４０】
　図中、同じ要素または同じ機能を有する要素には同じ参照番号を付してある。図中のそ
れぞれの要素は必ずしも縮尺通りでなく、わかりやすくするために、意図的に拡大して示
されていることがあることに注意されたい。
【００４１】
　図１のＡには、第１の実施例のオプトエレクトロニクス半導体チップの断面図が示され
ている。当該のオプトエレクトロニクス半導体チップは半導体ボディ１を有している。
【００４２】
　半導体ボディ１は例えばエピタキシャルプロセスによって製造される。初期的に半導体
ボディ１の上面１ａに配置されていた成長基板は半導体ボディ１から除去されている。オ
プトエレクトロニクス半導体チップはいわゆる薄膜チップである。半導体ボディ１は活性
領域１０を含む。活性領域１０は例えば光形成または光検出のために設けられている。半
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導体ボディ１の下面１ｂは鏡面層２の上面２ａに面している。鏡面層２は、例えば、銀、
金またはアルミニウムから成る。鏡面層２にアルミニウムが用いられる場合、鏡面層２と
半導体ボディ１とを接続する前に、鏡面層２が有利には融剤によって処理され、酸化物層
がその上面２から除去される。
【００４３】
　半導体ボディ１および鏡面層２は、例えばそれぞれ柱状に構成されている複数のコンタ
クト点３により、機械的および電気的に相互に接続されている。
【００４４】
　各コンタクト点３ははんだ系から形成することができる。ここでのはんだ系は、鏡面層
２の材料と、錫またはインジウムまたはガリウムまたはビスマスなどの少なくとも１つの
低融点はんだ材料とを含む。例えば鏡面層２が銀から形成される場合、コンタクト点３は
有利には銀錫はんだまたは銀インジウムはんだを含む。鏡面層２が金から形成される場合
、コンタクト点３は有利には金インジウムはんだを含む。鏡面層２がアルミニウムから形
成される場合、コンタクト点３は有利にはアルミニウムガリウムはんだによって形成され
る。コンタクト点３は有利には半導体ボディ１に近い側に阻止層および接着剤層を有する
。
【００４５】
　ここで、阻止層は、例えば、Ｎｉ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｔｉ，ＴｉＷ，ＴｉＮ，ＴｉＷ：Ｎの
うち少なくとも１つの材料を含むかまたはこれらのうち少なくとも１つの材料から形成さ
れ、接着剤層は、例えば、Ｃｒ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｔｉのうち少なくとも１つの材料を
含むかまたはこれらのうち少なくとも１つの材料から形成される。
【００４６】
　はんだ材料に代えて、各コンタクト点３を鏡面層２と同じ材料から形成してもよい。こ
の場合、半導体ボディ１および鏡面層２は有利には熱圧着により相互に接続される。
【００４７】
　各コンタクト点３により、半導体ボディ１と鏡面層２とのあいだの距離Ｄが設定される
。距離Ｄがあることによって、半導体ボディ１と鏡面層２とのあいだに少なくとも１つの
中空室４が形成される。この実施例では、１つの中空室４内に多数のコンタクト点３が配
置されている（図１のＢの鏡面層２の上面図を参照）。中空室４には気体４０（この実施
例では空気）が充填されている。最適な距離Ｄの値として、１００ｎｍ以上１５００ｎｍ
以下、有利には１０００ｎｍが定められる。
【００４８】
　半導体チップはさらに支持体７を有しており、この支持体７上に鏡面層２が被着される
。支持体７と鏡面層２とのあいだに阻止層６が配置され、鏡面層２の金属から支持体７へ
の拡散が阻止される。
【００４９】
　支持体７は金属を含むかまたは金属から形成される。例えば、支持体７はモリブデンシ
ートによって形成される。また、支持体７が、アルミニウム酸化物などのセラミック材料
を含むかまたはこうしたセラミック材料から形成されるように構成することもできる。さ
らに、支持体７が半導体材料を含むかまたは半導体材料から形成されるようにしてもよい
。例えば、半導体材料として、ケイ素、ゲルマニウム、ＧａＡｓなどが挙げられる。
【００５０】
　阻止層６は、例えば、Ｎｉ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｔｉ，ＴｉＷ，ＴｉＮ，ＴｉＷ：Ｎの材料の
うち少なくとも１つの材料を含むか、または、少なくとも１つのこれらの材料から形成さ
れる。コンタクト点３は、支持体７から半導体ボディ１へ電流を導通し、熱の一部を半導
体ボディ１から支持体７へ伝導させる機能を有している。各コンタクト点３の密度および
大きさは、鏡面層２の効率と中空室４での屈折率の変化を大きくするためにはできるだけ
小さくなければならないが、一方、電気的負荷および熱的負荷に対するチップの耐性を保
証し、機械的に安定に保持するために、或る程度は大きくなければならない。ここで、各
コンタクト点３の大きさすなわち各コンタクト点３の直径は、有利には、１μｍ以上５０
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μｍ以下である。また、コンタクト点３の密度は、有利には、鏡面層２の面積の０．５％
～５０％である。
【００５１】
　各コンタクト点３は、例えば、正方形格子または三角形格子などの規則的な格子の交点
に配置される。各コンタクト点３は、ＰＶＤプロセスまたはプリンティングプロセスによ
り、あるいは、予成形された小さな部材として、鏡面層２と半導体ボディ１とのあいだに
導入され、これらの部材に被着される。
【００５２】
　各コンタクト点３によって形成される気体鏡をエッチングステップに対して保護するた
めに、処理期間中、犠牲層を設けておくこともできる。犠牲層は、チップの側面に被着さ
れ、チップのさらなる処理のあいだ、コンタクト点３がエッチングで削られてしまわない
ようにこれを保護し、製造ステップの終了後に除去される。当該の犠牲層は、例えば、ネ
ガ型フォトレジスト、ポジ型フォトレジスト、ケイ素窒化物、ケイ素酸化物の材料のうち
いずれかを含むかまたはこれらの材料のいずれかから形成される。
【００５３】
　図２のＡ，Ｂに即して、本発明の第２の実施例のオプトエレクトロニクス半導体チップ
を説明する。第１の実施例と異なるのは、当該の第２の実施例では、パシベーション材料
５が、フレーム状に、つまり、半導体ボディ１および鏡面層２とのあいだの中空室４を取
り巻くように配置されているということである。パシベーション材料５は中空室４を気密
に閉鎖している。このようにすれば、空気以外の気体４０を中空室４へ封入することがで
きる。例えば、熱伝導性の特に高いヘリウムＨｅまたは水素Ｈ２が用いられる。これらの
気体は、半導体ボディ１と鏡面層２とのあいだの通常圧よりも小さい圧力で封入され、こ
れによりさらに熱伝導性が高まる。例えば、パシベーション層５は、ケイ素窒化物、ケイ
素酸化物、シリコーン、ビスベンゾシクロブテンの材料のうちいずれかを含むかまたはこ
れらの材料のいずれかから成る。
【００５４】
　図３のＡ，Ｂに即して、第３の実施例のオプトエレクトロニクス半導体チップを説明す
る。この第３の実施例では、第１の実施例とは異なり、第１のコンタクト点が閉じた導体
路として構成されている。当該の第１のコンタクト点は複数の第２のコンタクト点をフレ
ーム状に取り囲んでいる。閉じた導体路として構成された第１のコンタクト点はチップの
縁領域に配置されている。当該の第１のコンタクト点は、所定の電気的特性および所定の
光学的特性を有するほか、半導体ボディ１と鏡面層２とのあいだの中空室４を気密に封止
するために用いられる。このようにすれば、気体４０を、オプトエレクトロニクス半導体
チップの通常圧よりも低い圧力で封止することができる。
【００５５】
　こうしたフレーム状のコンタクト層は、鏡面層２の面積の大きなオプトエレクトロニク
ス半導体チップにおいて、特に有利である。なぜなら、鏡面層２の面積が大きい場合、面
積が小さい場合に比べて、縁領域のコンタクト点で発生する吸収の度合が小さくなるから
である。閉じた導体路として構成された第１のコンタクト点を小さなチップにおいて用い
る場合には、当該の第１のコンタクト点を、高い反射性を有する銀から形成するとよい。
このようにすれば、閉じた導体路として構成された第１のコンタクト点の吸収損失がほと
んど発生しなくなる。なお、ここでは、大きなチップとは一辺の長さが５００μｍよりも
大きいものを云い、小さなチップとは、一辺の長さがそれよりも小さいものを云う。
【００５６】
　本発明の半導体チップのコンタクト形成は種々の方式で行われる。パターニングされた
上面コンタクト、例えばボンディングパッドと、全面にわたる下面コンタクトとを用いる
ことができる。また、パターニングされた２つの上面コンタクト（２つのボンディングパ
ッド）を用いることもできる。さらに、パターニングされた２つの下面コンタクトを利用
して、半導体チップをフリップチップと同様に実装し、電気的に接続してもよい。
【００５７】
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　本発明を実施例に則して説明したが、本発明はこれらの実施例に限定されるものでなく
、本発明の全ての特徴は、それが実施例または特許請求の範囲に明示されていないとして
も、単独であるいは任意に組み合わせて、本発明の対象となりうる。
【００５８】
　本願は独国出願第１０２００８０３９３６０．６号の優先権を主張するものであり、そ
の開示内容は参照により本願に含まれるものとする。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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